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　町では、第４期介護保険事業計画期間（２１年度～２３

年度）中に地域密着型サービス事業の実施を希望する

事業者を募集します。

　町内で地域密着型サービスの事業を実施するために

は、事業を実施しようとする法人が申請（指定申請）

を行い、町からの指定を受けることが必要です。指定

に当たっては、介護保険法の規定に基づき山田町指定

地域密着型サービス事業者選考委員会からの意見聴取

などが必要なことから、指定申請に先立ち事前協議の

ための申請を受け付けます。

　地域密着型サービスの事業所の指定を希望する方は、

期限までに申請書を提出してください。

　なお、指定は１事業者につき１事業所となります。

　認知症対応型共同生活介護（グループホーム）

試定　　員　１ユニット（９人以内）

試設置場所　町内全域

試募 集 数　平成２１年度指定…１事業者

　　　　　　平成２３年度指定…１事業者

　小規模多機能型居宅介護

試定　　員　登録者２５人以下（通所

は１日当たりおおむね１５人以下、

泊まりは１日当たり通所定員の３

分の１以上９人以下）

試設置場所　船越地区以外の町内全域

試募 集 数　平成２２年度指定…１事業者

◆申請資格　法人格を有し、法人および代表者、役員

全員が納期到来分の税金や各種公的保険料を完納し

ていること

◆申請期限　６月３０日（火）午後５時１５分

※郵送の場合、期限までに町に到着したものに限り受

け付けます。

◆申請書の配布方法　６月１日から町保健福祉課高齢

者福祉チーム（９番窓口）で、配布します。配布す

る時間は、午前９時から午後５時までです。

◆申請先・問い合わせ　町保健福祉課高齢者福祉チー

ム（察８２－３１１１内線１６４）へどうぞ。
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特別徴収（本徴収）特別徴収（仮徴収）徴収方法

２月１２月１０月８月６月４月納付月

年税額から仮徴収分を　
差し引いた額の３分の１

前年度２月分と同額
税　額

2,000円2,000円2,000円2,000円2,000円2,000円

特別徴収（年金から天引き）普通徴収（自分で納付）徴収方法

２月１２月１０月８月６月納付月

年額の６分の１年額の４分の１
税　額

2,000円2,000円2,000円3,000円3,000円

・４月、６月、８月支給分の年金からは、前年度２月に特別徴収され

た金額と同額がそれぞれ差し引かれます。（仮徴収）

・１０月、１２月、翌年２月支給分の年金からは、年税額から仮徴収分を

引いた残りの３分の１ずつが差し引かれます。（本徴収）

・６月、８月に年税額の４分の１ずつを納付書や口座振替で納付。

・１０月、１２月、翌年２月支給分の年金から、年税額の６分の１ずつが

差し引かれます。

◆来年度以降

◆本年度

納付方法の変更の例（年間の税額を12,000円とした場合） 町民税
県民税
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